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様式第４号 

 
パブリックコメントの取りまとめ結果について 

 

計画等の案の名称 伊豆の国市第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

公募期間 令和５年 12 月 15 日（金）から令和６年１月 12 日（金）まで 

提出人数 ３人 

意見等の件数 ６件 

内訳 意見等により修正した件数 ０件 

意見等を考慮した上で修正しなかった件数 ６件 

 

意見等の概要 
１ 意見等により修正したもの 

１ 該当ページ     ページ 項目 

意見等  

 

 

修正した理由  

 

 

修正内容 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

２ 意見等を考慮した上で修正しなかったもの 

１ 該当ページ    23 ページ 項目 障がい福祉サービス・地域生活支援事業の

体系（相談支援） 

意見等 （サービス利用が必要な）障がい者と初めに接し、どのサービスが

必要かを判断するのが相談支援専門員（相談支援事業所）であり、

先導役として正確なアセスメントを実施し、適切なサービスの提案

が必要である。切羽詰まって相談してきている障がい者（家族）に

対して迅速な対応が求めれる。障がい福祉サービスの提供に当たっ

て、最も力をいれるべき点だと思う。 

 

市の考え いただいたご意見のとおり、相談支援専門員（相談支援事業所）の

支援力向上については、障がい福祉サービスの提供に当たり非常に

重要であると認識しています。 

現在の市の取組として、市自立支援協議会に相談支援事業所部会を

設置し、月に２回、研修や個別事例の検討を実施し支援力の向上に

努めています。 
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今後も市と相談支援専門員（相談支援事業所）、サービス提供事業所

が連携し、適切なサービスを迅速に提供できるよう努めていきま

す。 

 

２ 該当ページ    30 ページ 項目 福祉施設（就労支援事業所）から一般就労

への移行 

意見等 就労継続支援 B 型に通所している多くの方が、働いてお金を稼ぎた

いという想いがある。そのような方が、就労継続支援を利用しなが

ら、負担のない形でパートやアルバイトの仕事ができればよいと思

う。 

就労継続支援 B 型事業所の支援としても、直接的に働くことと、そ

の継続のサポートが可能だと思う。 

働きながら就労継続支援 B 型の利用と、支援ができる体制や整備を

考慮していただけると嬉しい。 

 

市の考え 就労継続支援は一般の事業所に雇用されることが困難な障がい者を

対象としている福祉サービスであり、現行制度では、パートやアル

バイトとの併用は原則認められていません。 

しかしながら、障がい者の多様な就労ニーズへの対応や一般就労へ

の段階的な移行を進めていくことを考えた場合に、ご意見のような

支援体制は必要と考えます。 

今後、本人の意向等を踏まえ、十分なアセスメントや必要性の精査

を行い、制度の範囲内で柔軟なサービス提供ができるよう検討して

いきます。 

 

３ 該当ページ    35 ページ 項目 障がい福祉サービスの現状と評価 就労継

続支援（Ｂ型） 

意見等 就労継続支援（Ｂ型）は、利用者数・サービス量ともに計画値を上

回り、また、年々増加していることは、障がい者にとって良いこと

だと思う。 

 

市の考え いただいたご意見のとおり、就労継続支援（Ｂ型）は、市内及び近

隣市町に事業所が増えたこともあり、年々利用者が増えています。

今後も希望する全ての方がサービスを利用できるよう体制整備を行

っていきます。 

 

４ 該当ページ    53 ページ 項目 精神障がいにも対応した地域包括ケアシス

テムの構築 

意見等 近年、当事者やピアの活動が活発になり注目されてきている。これ

まで家族会の方々が活動し声を上げてきてくれたこともあり、市自

立支援協議会に精神包括ケアシステム部会の立ち上げに至った。家

族が心配している親亡き後の生活や、精神障がいがあっても地域で

安心して暮らせる地域づくりに加え、懇話会などをとおしてピアサ

ポーターの発掘、当事者の活躍の場を広げていけたらと思う。いず
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れは精神包括ケアシステム部会にも当事者が参加できるようになれ

ば良いと思う。 

 

市の考え 市自立支援協議会の精神包括ケアシステム部会は、精神障がいのあ

る人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、当市の協議の場として設置されています。 

現在は、医療、福祉、介護の関係者と行政で協議を行っています

が、いただいたご意見のとおり、当事者の活躍の場を広げていける

よう次期計画では当事者の参加を目指しています。 

関係者、当事者、家族等の連携を深め、安心して暮らせる地域づく

りを進めていきます。 

 

５ 該当ページ    57 ページ 項目 障害福祉サービス等の質の向上を図るため

の取組に係る体制の構築 

意見等 市内の障害福祉サービス事業者に向けた研修を増やしてほしい。ま

た、事業者、関係者、利用者が一緒に参加できる研修などもあれば

よいと思う。 

 

市の考え 障害福祉サービス事業者に向けた研修等の実施については、県計画

にて定める事項のため本計画には記載がありません。しかしなが

ら、地域の事業者の支援力向上に向けた取組は、市としても大変重

要であると認識しています。今後、市自立支援協議会の枠組みのな

か等で、事業者、関係者向けの研修会の開催等を検討していきま

す。 

 

６ 該当ページ    62 ページ 項目 相談支援 

意見等 計画相談が必要な人の相談が増え、必要なケースワークが回らない

現状もあるが、各関係機関のサポートに助けられている。 

地域移行支援についても、当事者の地域生活を応援、お手伝いでき

るよう努めていきたいと思う。 

 

市の考え 各相談支援事業所の理解、協力があり、当市では全てのサービス利

用者に対して、計画相談支援を提供することができています。今後

も相談支援事業所と連携を取り、必要なサービス提供ができるよう

努めていきます。 

 

 

 


